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前橋市立小中学校の適正規模・適正配置基本方針の見直しについて  

 

１  目的  

  児童生徒のよりよい教育環境の整備と、教育の質のさらなる充実を目的とし

た学校の適正規模及び適正配置を推進するため、平成２０年８月に基本方針を

策定した。この方針をもとに取り組みを進めてきたが、方針策定から１０年以

上が経過し、少子化の進展などを背景に児童生徒を取り巻く環境が大きく変化

しているため、現状や今後の見通しに即して基本方針を改訂するもの。  

 

２  これまでの経過  

(1) 基本方針の策定  

・平成１８年１２月１日～平成１９年１０月１５日  外部諮問委員会を８回開催 

 ・平成１９年６月１９日   中間答申    

・平成１９年１１月２２日  答申  

 ・平成２０年８月１９日   適正規模・適正配置基本方針を策定  

 

＜本市における小中学校の適正規模の基準（基本方針より抜粋）＞  

①小学校においては、多様な人間関係を築くことのできるクラス替えが可能

である、１学年平均２学級を下限とする１２学級から１８学級。  

②中学校においては、多様な人間関係を築くことのできるクラス替えが可能

であるとともに部活動等の活性化を促し、教科担任制の充実と学習集団の

弾力的な編制等の教員確保が可能となる、１学年平均４学級を下限とする

１２学級から１８学級。  

 

(2) 平成２０年の基本方針策定以降、一定の結論に至った学校  

東小（大規模校）  新入生のうち、希望者は大利根小への入学を認める。  

嶺小（小規模校）  

芳賀小  

平成２７年４月に「芳賀小」として統合。  

滝窪小金丸分校  

（小規模校）  

本校との統合は行わず、本校と分校との交流活動を充

実させるとの結論。  

桃井小（小規模校） 

中央小（小規模校） 

平成２８年４月に「桃井小」として統合。  

朝倉小（小規模校） 

天神小（小規模校） 

平成２９年４月に「わかば小」として統合。  

第二中（小規模校） 

第四中（小規模校） 

平成２３年４月に「みずき中」として統合。  

春日中（小規模校） 

広瀬中（小規模校） 

令和３年４月に「明桜中」として統合。  
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３ 児童生徒数及び規模別学校数の推移 

 (1) 小学校 

 

 

 

(2) 中学校 

 

 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小学校児童数 17582 17355 17098 16782 16581 16347 16041 15816 15598 15326 15125
小規模校 21 21 20 18 14 14 14 16 17 17 16
適正規模校 22 21 22 24 25 26 29 26 26 26 28
大規模校 7 8 7 6 8 7 4 5 4 4 3

学校数 50 50 49 48 47 47 47 47 47 47 47

H25～R5年度　前橋市立小学校の児童数、規模別学校数（みやま分校を除く）

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中学校児童数 8995 8908 8801 8774 8549 8270 8040 7987 7963 7914 7784
小規模校 9 8 9 9 8 10 12 11 10 10 11
適正規模校 11 12 11 11 13 11 9 10 9 10 9
大規模校 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

学校数 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20

H25～R5年度　前橋市立中学校の生徒数、規模別学校数（みやま分校を除く）
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４ 令和５年度の取り組み及び令和６年度の予定 

 ・令和５年５月～６月   ５月１日調査の結果を踏まえた分析 

 ・令和６年３月      改訂素案の作成 

 ・令和６年５月２９日   諮問委員会の設置、第１回諮問委員会 

               〇諮問文手交 

               〇本市の現状と分析について 

 ・令和６年７月下旬    第２回諮問委員会 

〇基本方針改訂素案の説明  

〇中間答申（案）の協議  

〇素案及び中間答申（案）に対する意見出しの依頼  

（８月中旬提出期限）  

 ・令和６年８月下旬    第３回諮問委員会 

〇意見を踏まえた改訂素案の協議  

〇意見を踏まえた中間答申（案）の協議  

 ・令和６年９月上旬    中間答申の内容整理（事務局） 

 ・令和６年９月中旬    諮問委員会委員長から教育長への中間答申 

 ・令和６年９月～１２月  改訂案の作成 

 ・令和６年１２月下旬   パブリックコメントの予告 

・令和７年１月（１か月） パブリックコメントの実施 

・令和７年２月上旬    パブリックコメント意見のとりまとめ 

 ・令和７年２月中旬    第４回諮問委員会 

               〇パブリックコメント意見の対応協議 

               〇答申（案）の協議 

 ・令和７年２月下旬    パブリックコメントとりまとめ、公表 

 ・令和７年２月下旬    諮問委員会委員長から教育長への答申 

 ・令和７年３月中旬    定例教育委員会で議案提出、審議 


